
1 

 

2023年度第 1回合同委員会議事録 

（第 179回実行委員会・2023年度第 1回広報委員会） 

 

訪販化粧品工業協会 

 

１ 日 時  2023年 5月 15日（月） 15:00～16:10 

 

２ 場 所  日本化粧品工業会 3階会議室（ZoomによるWeb会議を併用） 

 

３ 出席者  

実行委員会 14 名 

広報委員会  5 名（兼任委員を除く） 

事 務 局    3 名 

 

４ 議 題 

○ 審議案件 

(1) 2023 年度第 50 回定時総会（6.21）の上程議案について 

(2) 理事会上程議案について 

(3) 定時総会における記念講演会の実施及び懇親会について 

 

○ 報告案件 

 (1)  講習会周知状況（2022～2023 年度）について 

 (2)  会員の退会（2022 年度）について 

 (3) 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドラ 

インについて 

 

○  その他 

 

５ 議事要旨 

定刻となり出席の確認を行ったところ、事務局から本日の合同委員会の開催

に当たり、「訪販化粧品工業協会実行委員会規程」（以下「規程」という。）の

定めによる実行委員の 3 分の 2（10 名）以上の出席が得られており、適法に

成立している旨の報告がなされた。 

次いで、実行委員長が挨拶を行った後、規程に従い議長となって議事進行に

当たった。 

事務局は議長の指示により、事前に配布した資料に基づき説明を行い、大要
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以下のとおりの審議・報告などがなされた。 

 

○ 審議案件 

(1) 2023 年度第 50 回定時総会（6.21）の上程議案について 

事務局より、資料①に基づき説明したうえで、第 1号議案のうち、「2022

年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案」の中の「Ⅱ2022年度決算報告」

「3 収支計算明細書」の「2022 年度決算額 合計額」及び「比較 増 合計

額」について誤りがあり、修正することとして補足説明を行った。また、

2022年度の会費収入額の増額が関西支部からの剰余金であり、この金額が

例年とは異なることを説明したところ、特に意見はなく議決された。 

次に、第 2号議案の「2023 年度事業計画案及び収支予算案」を説明した

ところ、ホームページ上の相談窓口機能を活用し、現会員に向けて情報の

周知や会員であることのメリットを提示するなどの広報活動をさらに進め

ていければいいのではないかとの意見が出された。また、第 1号議案の決

算報告と比較すればわかることではあるが、来年度の合同委員会では、前

年度の決算額も併記した予算案の資料も配布されたいとの要望があった。

そのうえで、第 3 号議案の「任期満了に伴う役員改選に関する件」ととも

に、定時総会に上程されることが議決された。 

 

(2) 理事会上程議案について 

事務局より、資料②「実行委員会委員の改選に関する件」に基づき、副委

員長が交代する旨を報告し問うたところ、特に異議はなく、また、そのほか

の委員長、副委員長、委員は再任することとして、原案どおり理事会に上程

することとして議決された。 

 

(3) 定時総会における記念講演会の実施及び懇親会について 

事務局より資料③に基づき、第 50 回定時総会記念講演の講師について説

明をしたところ、今回の定時総会がリアル開催でという主旨ではあるものの、

「講演内容が大変興味深く、また遠方で来場が困難な会員のためにWEB 配

信ができないか」という強い要望があり、事務局において講師へ確認するな

どして検討することとなった。 

 

○ 報告案件 

(1) 講習会周知状況（2022～2023 年度）について 

事務局より、資料④に基づき、2022～2023 年度に開催（予定含む）  

の講習会の状況について説明した。特に、2023年 6 月には契約書面等に
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記載すべき事項の電磁的方法による提供が可能になることから、消費者

庁の担当官に説明していただくことも検討している旨を説明した。 

 

(2) 会員の退会（2022 年度）について 

 事務局より資料⑤に基づき、2022年 12月 31日付け及び 2023年 3 月

31日付けで2社が退会し、現在の会員数は43社であることを報告した。 

 

(3) 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライ

ンについて 

事務局よりガイドラインである資料⑥を配布し、今後の化粧品訪問販

売員教材及び問題集の改訂に関わることになることから、目を通してお

いていただけるよう補足した。 

 

○ その他 

合同委員会の閉会を宣した後、広報委員会委員各位には引き続き、副委

員長の交代を受けて、事務局より、空位となる副委員長を選任することに

ついて問うたところ、特に異議はなく決定された。 

 

○ 次回、2023年度第 2回合同委員会の開催について 

例年であれば、10月～11月に開催する予定。 

 

以 上 


